
 

 

 

 

 

 

 

 

水質汚濁に係る農薬の登録保留基準として 

環境大臣の定める基準の設定に関する資料 
 

（農薬取締法第３条第１項第４号から第７号までに掲げる場合に該当  

 するかどうかの基準を定める等の件第４号の環境大臣の定める基準） 

 

 

分析法案 
 

 

 

資 料 目 次 
 

 農薬名 基準設定           ページ 

１ イミダクロプリド 変更 １ 

２ メタアルデヒド 新規 ３ 

３ ピラクロニル 新規  ４ 

４ ペノキススラム 新規  ６ 

(別添) 分析法参考資料   
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